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令和２年度 杉並区監査方針 

令和２年３月３０日 
監 査 委 員 決 定 

 

１ 監査の基本方針 

令和２年度の区財政においては、基幹収入たる特別区民税の増収や消費税率の引き上

げの影響から地方消費税交付金を増収と見込み、前年度以上の歳入を見込んでいるが、

保育関連経費や会計年度任用職員制度の導入に伴う職員人件費の増など、歳出も大幅な

増加が見込まれている。 

区は、令和２年度一般会計の当初予算(案) 編成では、「財政健全化と持続可能な財政

運営を確保するためのルール」に基づき、足元の行政需要にしっかりと応えつつも、新

たな行政需要にも、将来にわたって迅速・的確に応えていくため、財政の健全性を確保

しつつ、令和３年度の基本構想の終期を見据えて、最終的な目標達成に向けた経費を計

上するとともに、防災減災対策の推進、駅周辺のまちづくり、児童虐待対策の推進など、

区民生活を取り巻く喫緊の課題について、時機を逸することなく取り組むため、重点的

に予算措置を行っている。予算規模は、前年度と比べて2.5％増の1,937億円余となって

いる。 

なお、当初予算編成時には顕在化していなかった要因として、中国の湖北省武漢市で

症例が最初に確認された新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が挙げられる。国内及

び海外における感染拡大が今後、社会・経済に与える影響を注視していく必要がある。 

また、新型コロナ対策は、現下において区政の最重要課題の一つとなっている。 
 

人口減少社会と少子高齢化が急速に進行する中で、区民の暮らしの安全・安心、持続

的な区民福祉の向上を図っていくため、実行計画等を着実に推進するとともに、防災減

災対策の推進、児童虐待対策の推進や要介護高齢者の増加への対応など、様々な分野に

おいて、令和２年度から実施することとなった内部統制制度も活用し、計画的・効率的、

かつ、円滑な行政執行に努め、質の高い住宅都市としての区の価値を一層高めて次世代

に継承していけるよう、引き続き基本構想の実現に向けた取組と持続可能な財政運営を

両立させていくことが区には求められる。 

こうした状況を踏まえ、令和２年度の監査は、令和元年度に策定した「杉並区監査委

員監査基準」に基づき、公正、かつ、効率的な行財政運営の確保に資するため、次の点

を基本に効果的に実施する。 

 

（１）区民の負託に応え、区民に信頼される区政を実現するため、合規性、経済性、効

率性、有効性等の観点から検証し、必要に応じて事務や事業の改善を求める。 

（２）監査等の種類ごとに、リスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討したう

えで、具体的な対象、範囲、時期、実施体制及び重点事項等を定めた監査実施計画

を策定し、効率的、かつ、効果的な監査等を実施するものとする。 

（３）区が、令和２年４月から導入する内部統制制度の整備状況・運用状況を考慮して

監査を実施する。 
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（４）指摘等に対する改善状況を適切に把握し、必要があれば更なる改善を求めるとと

もに、改善も含めた業務の引継ぎが確実に行われているかなどを確認し、監査の実

効性を高める。 

（５）監査結果等の情報は、分かりやすく、かつ、速やかに区民に公表する。 

 

２ 各監査の実施方針 

杉並区監査委員監査基準に基づき、各監査は次の方針により実施する。 

なお、(１)から(８)については、各監査の実施計画を別途策定する。 

また、昨年度に引き続き、指定管理者制度や業務委託について、その最終責任は、区

が負うものであることを踏まえ、協定書や契約書の内容が現場で順守できているか、各

主管課はそれを確認しているか、法令順守については、厳格に監督しているか等に重点

を置き実施するものとする。 
 

（１）定期監査 

令和元年度及び令和２年度の監査実施当日までに執行された事務事業に対する基本

的な監査として、収入・支出、契約及び財産管理等の財務事務が法令等に適合し、適

正に執行されているかに主眼を置くとともに、事務事業が事業目的の達成に向け経済

的、効率的、効果的に行われているかに留意して実施する。 

実施に当たっては、重点事項を設定する。 

対象は、庁内全部局及び事務事業の執行状況を勘案して抽出した庁外施設とする。 
 

（２）工事監査 

令和２年度執行の工事について、工事規模等を勘案して抽出し、技術的及び事務

的観点から計画、設計、積算、契約、施工等の工程が適法かつ適正に行われているか

に主眼を置き実施する。 

監査を効果的に実施するために、専門技術的な事項については外部の専門機関に

技術調査を委託する。 
 

（３）行政監査 

区の事務事業の中から監査テーマを選定し、その事務事業が経済的、効率的、効

果的に行われているかに主眼を置き実施する。 

なお、テーマの選定に当たっては、過去の監査結果、事務事業の執行状況、社会

情勢等を十分に考慮する。 
 

（４）財政援助団体等監査     

令和元年度における補助金等交付団体、出資団体及び指定管理者（以下「財政援

助団体等」という。）の中から、補助金等の金額、事業の内容、施設の規模や目的

等を勘案して対象を抽出し、以下の観点に主眼を置き実施する。 
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（ア）補助金等交付団体監査  

   区が補助金等を交付した団体について、補助金申請に係る証拠書類等に誤り

や改ざんなどはないか、補助金の交付決定の手続きは適切に行われたか、経費

の使途が適法かつ適正であるか、事業が補助目的や交付規程に沿って適切かつ

効果的に執行されているか、補助金の清算等は適切に行われているか等の観点

から監査を行う。なお、令和元年度に判明した補助金不正受給事件を踏まえ、

過去５年間、当該補助金の区への返還や、特定財源である国・都補助金の返還

などが生じていないかを調査する。 

（イ）出資団体監査   

区が出資等を行っている出資団体について、事業運営や会計経理が出資等の

目的や約款等に沿って適切に執行されているか等の観点から監査する。 

（ウ）指定管理者監査   

区立施設の指定管理者について、施設の設置目的に基づいた管理運営や経理

の業務等が区との協定書に沿って適正に執行されているか等の観点から監査す

る。 
 

また、監査を効果的に実施するために、監査実施団体のうち、一部の団体につい

ては公認会計士による調査を行い、その結果を踏まえた監査を実施する。 

併せて、所管部局に対しては、補助金交付規定等の整備、補助金等の交付手続及

び指定管理者の指定手続が適正か、財政援助団体等への指導監督が適切に行われて

いるか等の観点から監査する。 
 

（５）決算等審査 

区長からの付託を受け、令和元年度の各会計歳入歳出決算、基金の運用状況につ

いて、以下の観点に主眼を置き実施する。 
 

（ア）決算審査    

一般会計及び特別会計の決算計数が正確なものになっているか、予算執行や

財産管理が適正に行われているか等の観点から審査する。 

また、財政状況を正確に把握し、財政運営が健全なものになっているかを判

断するために、財政指標にも着目して審査する。 

（イ）基金運用状況審査     

基金運用状況報告の計数が正確なものになっているか、基金の運用及び管理

が適正に行われているか等の観点から審査する。 
 

（６）健全化判断比率審査   

区長からの付託を受け、健全化判断比率及び算定の基礎となる附属資料は適正かに

主眼を置き実施する。 
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（７）例月出納検査 

各会計の現金及び歳入歳出外現金の出納を対象として、収入支出に関わる記録、証

拠書類等から毎月の計数が正確なものになっているか、現金や証書類の保管が適切に

されているかに主眼を置き実施する。併せて、財政収支の動向や資金の運用状況等を

把握する。 

 

（８）随時監査 

財務に関する事務の執行等に誤謬や不正が発生する恐れがある場合又は新たな検証

を要する場合に、当該事務等について合規性、経済性、効率性、有効性等の観点に

留意して実施する。 

 

（９）内部統制評価報告書審査 

内部統制評価報告書の審査については、令和３年度から開始することとなるが、令

和２年度に実施する各監査において、翌年度の審査に必要な調査・確認を行うものと

する。 

 

（10）住民監査請求による監査等 

住民の請求、区長や議会の要求による監査は、請求等に応じて的確に実施する。 

 

３ 監査の期間 

監査期間は、４月から出納整理期間が終了する翌年５月までとし、各監査の期間は次

のとおりとする。 
 

政策経営部

総務部・会計管理室

区民生活部

保健福祉部

子ども家庭部

都市整備部

環境部

教育委員会事務局
（学校を含む。）

行政委員会等事務局

※随時監査は必要と認めたときに、住民監査請求による監査等は請求等に応じて実施する。

※例月出納検査は、原則として毎月22日(事務局）及び28日(監査委員）に実施する。

9月 11月 4月10月

決算・健全化判断比率等審査

6月 7月5月 5月12月 1月 2月 3月監査種別 及び 対象 4月 8月

例　月　出　納　検　査

行　　政　　監　　査

財政援助団体等 監 査

工　　事　　監　　査

定
期
監
査

 


